
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

     

      

          

           

 

                                                      

お問い合わせ 

 

 

全国一斉 新型コロナウイルス感染症 

 

新型コロナウイルスの影響で生じた様々な問題について、生活困窮・消費者問題・

災害支援を専門とする弁護士が、その場で 無料で 電話相談に応じます！ 

2 月25 日（木） 午前１０時～午後７時 

                （予約不要） 

当ホットラインは、日本弁護士連合会災害復興支援委員会・貧困問題対策本部・ 

消費者問題対策委員会の合同企画です。 

日時 

☎ ０１２０-２５４-９９４ 

☎ ０５４－２５２－０００８ 

２月２５日以外も 

コロナに関する無料電話相談 実施中！ 

（数日中の折り返し方式となります） 

 

 ☎ ０５４－２０４－１９９９ 

 又は弁護士会ホームページで受付 


